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平成２２年度都区財政調整算定結果について（要旨） 

 
 平成２２年度都区財政調整について、各特別区に対する交付額が決定しましたので、下
記のとおりお知らせします。 
 

記 
 
１ 平成２２年度都区財政調整区別算定結果の特徴 
 
 《普通交付金の額》 

・特別区に交付する普通交付金の額は、８，２３９億２百万円で、前年度と比べて、 
６９５億７７百万円、７．８％の減となった。 

・今年度は、交付区２１区・不交付区２区となった。 

 
○ 普通交付金の交付額は、交付金の財源である市町村民税法人分の減収等により、 
２年連続で減額となった。 

 
○ 区別の普通交付金の交付額は、前年度と比べて全区（不交付の港区及び渋谷区を 
除く。）で減額となった。 

 
○ 普通交付金の交付額が多い特別区は、足立区、江戸川区、練馬区、葛飾区、大田区の
順で、前年度と同様である。 

 
○ 港区及び渋谷区は、基準財政収入額が基準財政需要額を上回り、財源不足額が生じ
ないため、不交付区となった。港区は平成１５年度から８年連続で、渋谷区は前年度
から２年連続して不交付となった。 

 
○ なお、普通交付金の交付額は、前年度の再算定と比べると、４２億７４百万円、  
０．５％の増となった。 

 
   《基準財政収入額》 

・基準財政収入額は、９，４１３億３２百万円で、前年度と比べて、１，０２２億５７
百万円、９．８％の減となった。 

 
○ 基準財政収入額は、景気後退に伴う雇用・所得環境の悪化による特別区民税の減、
消費の低迷による地方消費税交付金の減、特別交付金の時限措置の終了などにより、
全体として減額となった。 

 
○ 区別の基準財政収入額は、特別区民税の減少などにより、前年度と比べて全区で 
減額となった。 

 



 
  《基準財政需要額》 

・基準財政需要額は、１兆７，４９６億８１百万円で、前年度と比べて、１，７３９億
３百万円、９．０％の減となった。 

 
○ 特別区の実態等を踏まえ、２項目の新規算定、１５項目の算定改善等を行ない、 
平成２２年度限りの財源対策として２項目の臨時的算定を行った。 

 
  【主な項目】 
 ○ 育児支援家庭訪問事業費として４５百万円を、また、雨水流出抑制事業助成金とし

て４６百万円を新たに算定した。 
 
○ 商工振興費（中小企業関連資金融資あっせん事業等）で６５億８０百万円を、認証
保育所運営費等事業費で６億５０百万円を増額し、算定の充実を図った。 

 
○ 人件費については、標準職員数の見直しを行うとともに、委託化等事業費への振替
を図ることによって、２６５億６２百万円を減額し、算定の改善を図った。 

 
 ○ 基準財政収入額及び交付金総額の減少を踏まえ、財源対策として、公共施設改築工

事費の年度事業量１３９億４７百万円及び道路改良費の年度事業量２８７億７５百万
円を臨時的に圧縮した。また、大規模改修工事費等に対し臨時的な起債を充当して、
２２８億３７百万円を減額した。 

 
２ 各区に交付する普通交付金の額（２１交付区分） 
 
  基準財政収入額【２３区】（Ａ）   ９４１,３３２百万円（前年度比９．８％減）  
  基準財政需要額【２３区】（Ｂ）１,７４９,６８１百万円（前年度比９．０％減）  
  差  引（Ｂ）－（Ａ）      ８０８,３４９百万円（ア－イ）  
         うち財源不足額   ８２３,９０２百万円 ア 
                  【交付区２１区  基準財政収入額＜基準財政需要額】  
         うち財源超過額    １５,５５３百万円  イ 
          【不交付区２区  基準財政収入額＞基準財政需要額】  
  普通交付金(=財源不足額)     ８２３,９０２百万円（前年度比７．８％減） 
 
（参 考） 
  都区財政調整とは、特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるよう、 
 都が課する市町村税の一部を調整税とし、その一定割合を特別区財政調整交付金として、
特別区に対して交付する制度である。 

  〈 調 整 税 〉  固定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税 
なお、恒久的減税の廃止に伴う経過措置として、平成２１年度ま
での間、たばこ税調整額と交付金調整額が加算されていた。  

 〈 配 分 率 〉 調整税等の５５％  
〈 交付金の種類 〉  普通交付金と特別交付金の２種類があり、交付金総額に占める 
          割合は、普通交付金：特別交付金＝９５：５ 
          ※普通交付金は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える特別

区に対して、超える額を交付する。 
※特別交付金は、災害等の臨時的需要に対して交付する。 

            
【問い合わせ先】 総務局行政部区政課 
【 電  話 】 直通５３８８－２４２２ 


